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呂 
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首 

 
 
 
 

―
伊
勢
と
留
京
を
中
心
に
― 

 
 

 

伊
勢
の
国
に
幸
し
た
ま
ひ
し
時
に
京
に
留
ま
り
し
柿
本
人
麻
呂
の
作
り
し
歌 

嗚
呼
見
の
浦
に 

船
乗
り
す
ら
む 
乙
女
ら
が 

玉
裳
の
裾
に 

潮
満
つ
ら
む
か
（
１
・
四
〇
） 

釧
つ
く 

答
志
の
埼
に 

今
日
も
か
も 
大
宮
人
の 

玉
藻
刈
る
ら
む
（
四
一
） 

潮
騒
に 

伊
良
湖
の
島
辺 

漕
ぐ
船
に 

妹
乗
る
ら
む
か 

荒
き
島
廻
を
（
四
二
） 

  
 
 

一 

は
じ
め
に 

 
 

右
の
三
首
は
、
持
統
６
年
３
月
、
伊
賀
、
伊
勢
、
志
摩
方
面
の
天
皇
行
幸
時
、
宮
都
に
留
ま
っ
た
柿
本
人
麻
呂

の
作
品
で
あ
る
。 

 

上
野
理
は
、
宮
廷
歌
人
で
あ
る
人
麻
呂
が
都
に
留
ま
り
、
天
皇
で
は
な
く
船
旅
や
海
浜
で
の
大
宮
人
の
姿
を
歌

う
本
作
品
を
「
留
守
歌
」
（
「
留
京
三
首
に
お
け
る
人
麻
呂
の
方
法
」
『
国
文
学
研
究
』
第
75
集 
１
９
８
１

年
10
月
）
の
倒
立
と
と
ら
え
、
旅
に
あ
る
夫
の
無
事
を
願
う
妻
が
つ
く
る
留
守
歌
を
倒
錯
さ
せ
て
男
性
の
立
場

か
ら
旅
中
の
妻
を
案
ず
る
作
品
と
す
る
。
高
松
寿
夫
氏
も
そ
の
流
れ
を
受
け
、
「
留
守
歌
」
の
発
生
と
消
滅
を
論

じ
る
（
「
初
期
万
葉
の
生
成
と
覊
旅
―<

留
守
歌>

の
発
生
・
展
開
・
消
滅
― 

『
上
代
和
歌
史
の
研
究
』
２
０
０

７
年
３
月 

新
典
社
）
。
一
方
、
「
伊
勢
」
、
「
船
乗
り
」
、
「
玉
藻
刈
り
」
等
の
言
葉
を
手
が
か
り
に
、
伊
勢

神
宮
に
関
す
る
祭
祀
儀
礼
の
行
程
を
た
ど
る
儀
礼
歌
の
側
面
を
重
視
す
る
立
場
も
あ
る
（
寺
田
英
代 

「
留
京
三

首
」
『
柿
本
人
麻
呂
《
全
》
』
２
０
０
０
年
６
月 

笠
間
書
院
所
収
）
。
留
京
三
首
の
文
芸
性
・
儀
礼
性
い
ず
れ

も
先
行
す
る
諸
論
文
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
こ
の
行
幸
に
人
麻
呂
は
供
奉

し
な
か
っ
た
の
か
。
な
ぜ
留
守
歌
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
二
つ
の
疑
問
に
関
す
る

考
察
を
行
う
。 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

曾 

田 
 

友 

紀 

子 

 

二 

持
統
天
皇
の
行
幸 

 

持
統
天
皇
は
、
そ
の
治
世
の
間
頻
繁
に
行
幸
し
た
。
離
宮
で
あ
っ
た
吉
野
へ
の
三
一
回
は
別
と
し
て
、
紀
伊
、

伊
勢
に
そ
れ
ぞ
れ
一
回
、
さ
ら
に
畿
内
へ
の
度
重
な
る
行
幸
と
畿
外
二
回
と
い
う
数
字
は
、
吉
野
と
新
京
候
補
地

以
外
に
出
向
か
な
か
っ
た
天
武
と
対
照
的
で
あ
る
。 

天
武
崩
御
後
、
中
央
集
権
化
を
推
進
し
、
そ
の
象
徴
と
し
て
新
京
造
営
の
た
め
畿
内
の
有
力
豪
族
を
巡
り
、
天
皇

の
権
威
を
直
接
示
し
て
忠
誠
を
確
実
に
す
る
と
い
う
目
的
が
持
統
の
行
幸
に
存
在
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

当
時
の
天
皇
と
主
要
豪
族
と
の
関
係
は
い
ま
だ
天
皇
と
絶
対
的
な
中
心
を
臣
下
が
取
り
巻
く
形
態
で
は
な
く
天
皇

が
直
接
各
地
に
出
向
い
て
そ
の
威
信
に
よ
り
首
長
ら
に
忠
誠
を
誓
わ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
壬
申
の
乱
平
定
後
、
天

武
は
政
局
を
安
定
さ
せ
て
律
令
体
制
も
着
々
と
整
備
し
、
八
色
の
姓
に
よ
り
畿
内
有
力
豪
族
ら
の
処
遇
も
ほ
ぼ
落
ち

着
い
た
か
に
見
え
る
。
だ
が
、
天
武
晩
年
に
お
い
て
も
不
穏
な
政
情
が
な
く
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
13
年

に
は
伊
賀
・
伊
勢
・
美
濃
・
尾
張
の
調
役
、
14
年
７
月
に
東
山
道
美
濃
以
東
、
東
海
道
伊
勢
以
東
の
諸
国
の
課
税

を
免
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
壬
申
の
乱
に
関
す
る
恩
賞
と
し
て
は
時
間
が
経
過
し
す
ぎ

て
お
り
、
直
木
孝
次
郎
（
『
持
統
天
皇
』
１
９
６
０
年
３
月 

吉
川
弘
文
館
）
は
じ
め
先
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

軍
事
的
な
重
要
地
に
あ
る
人
々
へ
の
恩
恵
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
乱
の
前
後
、
変
わ
ら
ず
に
人
々
の
生
活
が
厳

し
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
天
武
は
、
晩
年
特
に
何
度
も
課
役
を
免
じ
る
措
置
を
発
し
て
い
る
。
天
武
行
幸
が
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
事
実
は
、
人
々
へ
の
負
担
を
配
慮
し
た
結
果
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
近
江
朝
は
失
わ
れ
て
も
、
天

武
が
安
定
し
た
政
権
を
確
立
し
た
と
は
い
え
な
い
状
況
が
続
い
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
の
天
武
亡
き
後
、
持
統
は
二

年
以
上
に
わ
た
る
殯
宮
儀
礼
に
よ
っ
て
臣
下
に
忠
誠
を
誓
わ
せ
、
大
津
皇
子
の
刑
を
迅
速
に
執
行
し
た
。
皇
太
子
草

壁
の
薨
去
、
浄
御
原
令
の
完
成
を
経
て
即
位
し
た
持
統
は
、
浄
御
原
令
に
基
づ
く
官
僚
組
織
の
整
備
と
と
も
に
新
京

造
営
に
も
本
格
的
に
乗
り
出
し
た
。
民
衆
の
負
担
増
大
が
政
治
的
不
安
材
料
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
が
、

名
実
と
も
に
律
令
体
制
の
完
成
を
具
現
化
す
る
た
め
に
、
新
益
京
を
建
設
し
て
行
政
機
関
を
集
約
さ
せ
る
と
と
も
に
、
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自
ら
指
示
し
た
区
域
に
諸
豪
族
を
定
住
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
こ
そ
、
浄
御
原
令
と
と
も
に
完
成
さ
せ
る
べ

き
も
う
一
つ
の
天
武
・
持
統
両
者
の
め
ざ
し
た
中
央
集
権
的
な
国
家
の
か
た
ち
で
あ
っ
た
。 

先
に
記
し
た
持
統
治
世
下
の
度
重
な
る
行
幸
は
、
新
京
造
営
に
向
け
諸
国
に
天
皇
と
し
て
自
ら
の
存
在
を
認
め
さ

せ
る
と
同
時
に
、
行
幸
先
の
地
域
の
税
免
除
等
に
よ
っ
て
経
済
的
負
担
を
軽
減
し
、
豪
族
は
じ
め
民
衆
の
不
満
を
封

じ
る
と
い
う
政
治
的
戦
略
で
あ
っ
た
。
仁
藤
敦
史
氏
の
言
を
借
り
る
な
ら
「
動
く
大
王
か
ら
動
か
な
い
大
王
」（
『
古

代
王
権
と
都
城
』
１
９
８
８
年
２
月 

吉
川
弘
文
館
）
へ
の
移
行
期
を
、
持
統
は
ま
さ
に
生
き
ぬ
い
た
。 

 

三 

伊
勢
と
天
武
・
持
統
朝 

 

 
 

天
武
・
持
統
朝
に
と
っ
て
伊
勢
が
特
別
な
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
壬
申
の
乱
の
勝
利
は
、
吉
野
か

ら
東
国
に
入
っ
た
天
武
の
軍
勢
に
伊
勢
の
豪
族
ら
が
加
勢
し
た
こ
と
が
起
点
と
な
っ
た
。
伊
勢
神
宮
の
祭
神
が
ア
マ

テ
ラ
ス
と
な
り
、
乱
後
は
大
和
朝
廷
を
代
表
す
る
守
護
神
と
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。 

 

天
武
は
、
推
古
朝
以
来
途
絶
え
て
い
た
伊
勢
へ
の
斎
宮
派
遣
を
復
活
さ
せ
、
大
伯
皇
女
を
２
年
４
月
泊
瀬
宮
に
こ

も
ら
せ
、
翌
３
年
に
出
発
さ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
翌
年
、
十
市
皇
女
、
阿
閉
皇
女
が
派
遣
さ
れ
る
。
天
武
15
年
４

月
に
は
天
武
の
病
平
癒
の
た
め
多
紀
皇
女
、
山
背
姫
王
石
川
夫
人
が
派
遣
さ
れ
た
。
天
武
亡
き
後
、
持
統
も
ま
た
夫

と
伊
勢
の
地
と
が
重
な
る
歌
を
作
っ
て
い
る
。 

天
皇
の
崩
り
ま
し
し
後
の
八
年
九
月
九
日
、
奉
為
の
御
斎
会
の
夜
、
夢
の
う
ち
に
習
ひ
賜
ふ
御
歌
一
首

古
歌
集
の
中
に
出
づ 

 
 

明
日
香
の 

清
御
原
の
宮
に 

天
の
下 

知
ら
し
め
し
し 

や
す
み
し
し 

わ
ご
大
君 

高
照
ら
す 

日

の
御
子 

い
か
さ
ま
に 

思
ほ
し
め
せ
か 

神
風
の 

伊
勢
の
国
は 

沖
つ
藻
も 

靡
け
る
波
に 
潮
気

の
み 

香
れ
る
国
に 

味
ご
り 

あ
や
に
と
も
し
き 

高
照
ら
す 

日
の
皇
子
（
２
・
一
六
二
） 

 

全
体
の
意
味
は
不
分
明
な
が
ら
、
持
統
に
と
っ
て
天
武
と
伊
勢
と
は
、
夢
の
中
で
も
と
も
に
あ
ら
わ
れ
る
特
別
な

関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
「
高
照
ら
す 

日
の
皇
子
」
が
繰
り
返
さ
れ
る
点
も
気
に
な
る
。
制
作
時
期
は
持

統
７
年
９
月
内
裏
で
行
わ
れ
た
天
武
の
法
会
と
も
、
そ
れ
と
は
異
な
る
際
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
一
回
性
の

儀
礼
歌
で
は
な
く
、
天
武
を
偲
ぶ
折
々
に
繰
り
返
し
歌
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
御
斎
会
の
折
り
に
も
披
露
さ
れ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
亡
き
天
武
が
今
は
神
風
の
吹
く
伊
勢
の
海
に
漂
う
よ
う
な
う
た
い
ぶ
り
を
、
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ

い
の
だ
ろ
う
。 

  
 
 

四 

伊
勢
行
幸
と
留
守
官 

 

日
本
書
紀
に
よ
れ
ば
、
持
統
６
年
１
月
に
「
新
益
京
の
路
を
観
」
た
天
皇
は
、
３
月
に
は
伊
勢
行
幸
し
、
５
月
に

そ
の
地
鎮
祭
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
記
載
か
ら
、
新
京
造
営
と
伊
勢
行
幸
と
の
間
に
何
ら
か
の
関
連
性
が
あ
る
と
は

考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
書
紀
に
即
し
て
持
統
６
年
の
主
な
天
皇
の
行
動
を
挙
げ
る
と
、 

六
年 

一
月 

新
益
京
の
路
を
観
す
。 

葛
城
高
宮
に
行
幸
。 

 
 
 
 
 

二
月 

三
月
三
日
伊
勢
行
幸
を
宣
言
、
高
市
麻
呂
の
諫
言
。 

 
 
 
 
 

三
月 

伊
勢
行
幸
の
留
守
官
を
指
名
、
高
市
麻
呂
の
諫
言
を
聞
か
ず
、
出
発
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

行
幸
先
各
地
の
調
役
を
免
除
し
、
大
赦
を
行
い
百
姓
に
稲
を
与
え
る
。 

 
 
 
 
 

四
月 

畿
内
四
国
の
百
姓
の
調
役
を
免
除
す
る
。
恩
赦
を
行
う
。 

五
月 

伊
勢
行
幸
の
際
に
立
ち
寄
っ
た
紀
国
の
牟
婁
郡
の
人
ら
に
一
〇
年
間
の
調
役
を
免
除
。 

吉
野
行
幸
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

新
益
京
地
鎮
祭
を
命
ず
。
伊
勢
・
大
倭
・
住
吉
・
紀
伊
の
四
所
の
神
に
幣
奉
ら
す
。 

 
 
 
 
 

六
月 

新
益
京
地
視
察
。 

 
 
 
 
 

七
月 

吉
野
行
幸
。 

 

八
月 

明
日
香
皇
女
田
荘
に
行
幸
。 

 
 
 
 

一
〇
月 

吉
野
行
幸
。 

と
続
き
、
伊
勢
行
幸
の
前
後
に
吉
野
行
幸
と
有
力
豪
族
へ
の
加
贈
や
加
官
、
大
規
模
な
民
衆
へ
の
調
役
免
除
、
恩

赦
が
行
わ
れ
て
い
る
。
新
京
造
営
に
向
け
て
人
々
の
心
を
一
つ
に
し
、
天
武
の
隠
っ
た
吉
野
、
壬
申
の
乱
を
勝
利

に
導
い
た
伊
勢
地
方
の
象
徴
と
し
て
の
伊
勢
神
宮
を
印
象
づ
け
、
名
実
と
も
に
乱
後
の
天
皇
支
配
の
絶
対
性
を
示

す
た
め
の
示
威
運
動
の
一
環
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
近
年
で
は
「
旧
来
の
伊
勢
大
神
の
社
と
天
照
大
神
宮
の

両
者
を
合
一
し
た
神
社
の
造
営
を
企
図
す
る
」
伊
勢
行
幸
説
（
樋
村
寛
之
『
伊
勢
神
宮
と
古
代
王
権
』
２
０
１
２

年
３
月 

筑
摩
書
房
）
も
あ
る
よ
う
に
、
詳
細
は
分
か
ら
な
い
が
３
月
６
日
か
ら
20
日
ま
で
の
伊
賀
、
伊
勢
、

志
摩
へ
の
行
幸
期
間
は
長
期
に
わ
た
る
。 
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そ
の
重
要
性
は
、
３
月
３
日
時
点
で
「
留
守
官
」
と
し
て
廣
瀬
王
、
富
魔
智
徳
、
紀
弓
張
ら
を
任
命
し
た
と
こ

ろ
に
も
認
め
ら
れ
よ
う
。
行
幸
時
の
留
守
官
の
記
事
は
、
斉
明
４
年
11
月
の
紀
伊
行
幸
に
つ
い
で
古
く
、
斉
明

朝
の
留
守
官
蘇
我
赤
兄
の
場
合
、
有
馬
皇
子
の
謀
反
と
の
関
係
か
ら
特
別
な
政
治
的
意
図
に
よ
る
と
す
る
と
、
こ

の
伊
勢
行
幸
に
も
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
た
と
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。
以
後
、
行
幸
時
の
留
守
官
設
置
は
平
城

京
遷
都
に
伴
う
和
銅
３
年
ま
で
み
ら
れ
ず
、
留
守
官
の
制
度
が
整
備
さ
れ
る
の
は
天
平
年
間
に
入
っ
て
か
ら
と
さ

れ
て
い
る
（
仁
藤
淳
史
「
古
代
王
権
と
行
幸
」
『
古
代
王
権
と
祭
儀
』
黛
弘
道
編
所
収 

１
９
９
０
年
11
月 

吉

川
弘
文
館
）
の
で
、
こ
の
留
守
官
三
名
の
任
命
は
異
例
で
あ
る
。 

廣
瀬
王
は
、
天
武
時
代
か
ら
新
し
い
宮
地
選
定
や
兵
器
改
め
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
、
川
島
皇
子
ら
と
と
も
に
国

史
編
纂
に
も
携
わ
っ
た
王
族
で
あ
り
、
智
徳
、
弓
張
と
も
に
天
武
に
誄
を
奉
っ
た
高
官
で
あ
る
。
高
市
麻
呂
の
諫

言
を
退
け
る
こ
と
へ
の
配
慮
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
指
名
さ
れ
た
留
守
官
の
重
さ
は
持
統
の
伊
勢
へ
の
思
い

の
重
さ
を
物
語
る
。 

  
 
 

五 

行
幸
と
留
京 

 

万
葉
集
に
は
、
題
詞
に
「
行
幸
」
を
含
む
歌
が
一
五
〇
首
以
上
を
数
え
る
と
い
う
（
並
木
宏
衛
「
万
葉
集
巻
一

伊
勢
行
幸
時
歌
群
―
行
幸
時
歌
に
つ
い
て
ー
」
『
野
州
国
文
学
』
22
号 

１
９
７
８
年
10
月
）
。
大
部
分
が
行

幸
に
従
駕
し
た
立
場
か
ら
の
、
い
わ
ゆ
る
宮
廷
歌
人
と
さ
れ
る
歌
人
に
よ
る
天
皇
賛
歌
で
あ
り
、
彼
ら
が
活
躍
し

た
時
期
に
行
幸
歌
は
集
中
し
て
い
る
。
並
木
氏
は
柿
本
人
麻
呂
留
京
三
首
の
題
詞
が
巻
一
成
立
当
初
の
段
階
か
ら

の
資
料
に
基
づ
く
と
し
、
供
奉
し
な
い
「
京
留
」
の
立
場
か
ら
の
行
幸
歌
が
他
に
は
み
ら
れ
な
い
点
か
ら
「
公
命

に
よ
る
「
京
留
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
る
。
当
該
人
麻
呂
作
品
を
、
当
初
は
行
幸
先
で
作
ら
れ
た
も

の
が
帰
京
後
に
宮
廷
で
披
露
さ
れ
た
と
想
定
す
る
説
も
存
在
し
、
現
実
問
題
と
し
て
題
詞
が
当
初
の
作
歌
事
情
に

基
づ
く
決
定
的
資
料
も
な
い
。 

し
か
し
、
従
駕
の
有
無
に
関
係
な
く
、
京
に
留
ま
る
男
性
の
立
場
か
ら
伊
勢
に
思
い
を
馳
せ
る
体
裁
を
と
っ
て

い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
前
述
の
紀
の
記
事
と
あ
わ
せ
て
虚
心
に
題
詞
を
理
解
す
る
な
ら
、
人
麻
呂
は
「
京
」

に
留
ま
る
人
々
に
向
け
て
「
伊
勢
」
を
想
起
さ
せ
る
歌
を
作
成
す
る
公
命
を
受
け
て
い
た
と
考
え
た
い
。
む
し
ろ

従
駕
せ
ず
、
天
皇
行
幸
先
で
あ
る
伊
勢
と
留
守
官
ら
の
守
護
す
る
宮
都
と
が
同
じ
比
重
を
も
つ
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
作
品
が
人
麻
呂
に
は
求
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
治
世
下
に
一
回
の
行
幸
地
で
あ
る
伊
勢
は
、
浄
御
原
宮
と
同 

 

等
に
重
要
な
地
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
歌
が
人
麻
呂
の
留
京
三
首
で
あ
っ
た
。 

従
来
、
本
作
品
の
内
容
が
水
や
女
性
に
関
す
る
何
ら
か
の
儀
礼
を
う
た
っ
て
い
る
と
の
指
摘
は
あ
る
。
林
田
洋

子
氏
は
、
あ
ま
を
と
め
と
玉
藻
刈
り
か
ら
神
事
、
地
名
か
ら
は
覊
旅
歌
や
行
幸
歌
と
の
関
連
等
を
指
摘
し
、
「
水

辺
へ
の
行
幸
」
と
し
て
持
統
６
年
３
月
の
伊
勢
行
幸
を
位
置
づ
け
る
（
「
水
辺
の
遊
び
」
『
上
代
文
学
』
32
号 

１
９
７
３
年
４
月
）
。
民
俗
学
的
な
視
野
に
立
つ
示
唆
に
富
む
論
で
あ
る
。
春
と
い
う
季
節
に
女
性
た
ち
が
波
荒

い
海
に
船
出
し
て
藻
刈
り
す
る
何
ら
か
の
神
事
を
想
定
し
て
い
る
点
は
、
傾
聴
に
値
す
る
。 

 

そ
の
延
長
線
上
に
導
き
出
せ
る
結
論
は
、
春
に
女
性
た
ち
が
船
で
行
う
神
事
を
ふ
ま
え
、
藻
刈
り
を
擬
し
た
遊

覧
や
船
旅
が
歌
の
主
題
と
な
り
得
る
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。
女
性
が
水
辺
で
海
草
や
植
物
を
採
取
し
て
神
に
捧

げ
る
儀
礼
か
ら
、
持
統
の
行
幸
を
そ
れ
に
擬
し
て
連
想
さ
せ
る
べ
く
、
人
麻
呂
は
都
に
留
ま
る
人
々
に
天
皇
一
行

を
想
起
さ
せ
る
歌
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
伊
勢
行
幸
の
政
治
的
意
味
が
人
麻
呂
に
伝
え
ら
れ
て
い
た

か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
。
伊
勢
行
幸
に
際
し
て
人
麻
呂
に
留
京
歌
の
要
請
が
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
作
品
が
作
ら

れ
た
事
実
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
巻
一
雑
歌
の
人
麻
呂
作
歌
の
配
列
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
本
作
品
成
立

の
事
情
が
推
測
で
き
る
よ
う
に
思
う
。 

  
 
 

六 

お
わ
り
に 

  

万
葉
集
巻
一
の
藤
原
宮
に
御
宇
天
皇
の
代
の
作
品
は
、
ほ
ぼ
制
作
時
に
従
っ
て
、 

持
統
御
製
歌
（
１
・
二
八
） 

・
近
江
荒
都
歌
（
二
九
～
三
一
） 

高
市
古
人
近
江
旧
都
感
傷
歌
（
三
二
～
三
三
） 

紀
伊
国
行
幸
時
川
島
皇
子
作
歌
（
三
四
） 

阿
閉
皇
女
作
歌
（
三
五
） 

・
吉
野
賛
歌
（
三
六
～
三
九
） 

・
伊
勢
行
幸
時
留
京
三
首
（
四
〇
～
四
二
） 

当
麻
麻
呂
妻
作
歌
（
四
三
） 

石
上
麻
呂
作
歌
（
四
四
） 

・
阿
騎
野
遊
猟
歌
（
四
五
～
四
九
） 

・
藤
原
宮
役
民
歌
（
五
〇
） 

明
日
香
宮
よ
り
藤
原
宮
に
遷
都
後
の
志
貴
皇
子
作
歌
（
五
一
） 

・
藤
原
御
井
歌
（
五
二
） 

と
続
い
て
い
る
。
「
・
」
は
人
麻
呂
作
歌
、
ま
た
は
通
説
で
は
人
麻
呂
作
と
さ
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
ま
た
一
字

下
げ
て
掲
げ
た
歌
は
、
成
立
年
代
を
異
に
す
る
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 



曾田 友紀子 

4 

 

持
統
治
世
か
ら
近
江
京
の
荒
廃
、
紀
伊
行
幸
に
供
奉
し
た
川
島
皇
子
、
天
武
、
持
統
に
と
っ
て
特
別
な
地
で
あ

る
人
麻
呂
の
吉
野
賛
歌
が
並
ぶ
。
そ
し
て
留
京
歌
の
後
に
は
、
軽
皇
子
の
成
長
と
立
太
子
宣
言
と
も
い
え
る
阿
騎

野
遊
猟
歌
、
さ
ら
に
は
新
京
で
あ
る
藤
原
京
賛
美
の
長
歌
が
続
く
。
旧
都
の
荒
廃
、
畿
外
と
な
る
遠
方
の
紀
伊
、

天
武
朝
の
原
点
で
あ
る
吉
野
、
深
い
紐
帯
関
係
に
あ
る
伊
勢
へ
の
行
幸
、
統
治
者
の
狩
猟
地
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る

阿
騎
野
に
お
け
る
軽
皇
子
の
狩
猟
が
歌
わ
れ
、
待
望
の
新
京
で
あ
る
藤
原
宮
を
賛
美
す
る
歌
の
間
に
宮
都
の
移
転

宣
言
の
よ
う
な
歌
が
並
ん
で
い
る
。
こ
の
配
列
を
単
な
る
偶
然
の
産
物
と
し
て
は
受
け
と
め
が
た
い
の
で
あ
る
。 

だ
が
、
留
京
三
首
成
立
時
の
状
況
を
検
討
す
る
だ
け
で
す
で
に
予
定
し
た
紙
幅
を
超
過
し
て
し
ま
っ
た
。
素
朴

な
疑
問
と
題
詞
に
関
す
る
私
見
を
提
示
す
る
に
今
は
と
ど
め
、
作
品
の
表
現
や
様
式
の
考
察
に
つ
い
て
は
稿
を
改

め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。 
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Concerning “Ryūkyōsan’syu” maid by Kakinomotonohitomaro in 
Man’yōsyū  

 
―  About “Ise” District and “The Mikado Zitō’s Official Trip”― 

 
Yukiko SODA＊  

 
   The Reason hasn’t been considered why Kakinomotonohitomaro didn’t go with Mikado 
Zito’s official trip to Ise district in 696.This paper resolves the question. The Mikado Zitō’s visit 
is concerned with her scheme that Ise district is a very special area for the Ten’mu and Zitō 
dynasty. So she made Hitomaro to stay the capital and ordered him to write a poet for court 
officers who didn’t accompany The Mikado Zitō. 
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